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研究成果の概要（和文）：本研究では、国際取引におけるソフトローである実務とハードローである法制度がお互いに
影響を与えながら共進化していくという仮説の実証を目的としている。
具体的には、国際取引で使用される貿易関連書類の中でもe-SWB、電子サレンダーB/L、サレンダーB／Lそして海上運送
状といった新しい運送書類を対象にしている。それらを使用した国際取引の実務（取引慣行や商慣習）が法制度（条約
および国内法）の形成に与える影響と、制度が実務の構築に与える影響を商学的そして法学的な観点から分析した上で
、それらが共進化していることを理論的および実証的に考察した。

研究成果の概要（英文）：This aim of this study is to verify a hypothesis that soft law (business 
practices) and hard law (legal system) coevolve by influencing each other.
By focusing on new transport documents used in international transactions such as e-SWB, e-surrender B/L 
and sea waybill, the study analyzes how the use of those documents influences the formation of legal 
systems and how systems influence business practices. Through theoretical and factual analysis, the study 
concludes that business practices and legal systems coevolve by influencing each other.

研究分野： 国際電子商取引

キーワード： 国際運送書類　サレンダーB／L　電子運送書類　海上運送状　船荷証券　ソフトロー　ハードロー　共
進化
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１．研究開始当初の背景 
 
近年、運送書類を使用する国際取引の実務

に変化が見られる。その変化とは、①海上運
送状を使用した実務の変化②サレンダーB/L
を使用した実務の変化③電子サレンダーB/L
を使用した実務の変化である。 
この変化に対して、国際商取引論や貿易商

務論の分野においては、従来から研究がおこ
なわれてきた。例えば、①や②の動きについ
ては、Todd（1986）や新堀（2001）などが
ある。これらの研究は、運送書類が船荷証券
から海上運送状やサレンダーB/L へとシフト
していった背景や理由ならびに実務的な対
応やその問題点を商学的そして法学的な観
点から考察している。これらの研究は国際取
引の制度が実務の構築に与える影響を考察
する上で大変参考になる。しかしながら、法
制度によって規定された運送書類の実務を
解明するには、実務と法制度との相互作用に
関する視点を取り入れることが必要になる
が、この点に関する研究は不十分であった。
また、③の動きについては、実証的に分析し
ている研究はほとんどない。 
また、ソフトロー（国家の強制力なし）・

ハードロー（国家の強制力あり）の観点から
商慣習と法制度の関係を明らかにする研究
も進められている。例えば、Abbott & Snidal
（2000）や藤田（2008）である。これらの研
究のアプローチ法や分析方法は大いに参考
になる。しかしながら、ここではソフトロー
とハードローが影響を与えながら共に進化
していくという共進化（Nelson，1993；後藤，
2003）の可能性については十分に考察されて
いない。 
そこで、本研究では、各分野の専門的な共

同研究者と研究協力者（実務家）を迎えるこ
とで、多角的な視点から国際取引における実
務と法制度の共進化の分析を試みる。 
本研究の最終目標は、国際取引における実

務と法制度の共進化に関する仮説を実証す
ることである。そのために、期間内に明らか
にするのは以下の 4 点である。①運送書類に
関するデータを国内外の船会社への聞き取
り調査から入手し、運送書類の発行状況（現
在の発行数と割合、発行の推移など）を明ら
かにする。②関連会社に対して、運送書類選
択に関するアンケート調査を実施する。そこ
から得られた調査データを分析し、法制度が
実務に対して与える影響を解明する。③運送
書類に関する各国の外国法制度を調査し、法
制度の形成が実務から受ける影響を明らか
にする。④上述した①～③をもとに、国際取
引における実務と制度の共進化に関して理
論的そして実証的に考察する。 

 
２．研究の目的 

 
本研究では、国際取引におけるソフトロー

である実務とハードローである法制度がお

互いに影響を与えながら共進化していくと
いう仮説の実証を目的としている。具体的に
は以下の通りである。 
(1) 国際取引で使用される貿易関連書類の
中でも e-SWB、電子サレンダーB/L そして
海上運送状といった新しい運送書類を対
象にし、それらを使用した国際取引の実務
（取引慣行や商慣習）が法制度（条約およ
び国内法）の形成に与える影響を探る。 

(2) 法制度が実務の構築に与える影響を明
らかにする。 

(3) 以上の(1)と(2)が共進化していることを
理論的および実証的に考察する。 
 

３．研究の方法 
 
研究の方法は主に以下の通りである。 
(1) e-SWB、海上運送状、そしてサレンダー

B/L といった新しい運送書類の普及に関す
る先行研究の文献をレビューした上で、問
題意識を明確にする。 

(2) 運送書類を使用している企業に対する
探索的な事例研究を実施した上で、仮説を
設定する。その際には法制度が実務に対し
て与える影響に焦点をあてる。 

(3)  運送書類を使用する企業に対してアン
ケート調査を実施し、そこから得られたデ
ータを基に仮説を検証する。 

(4)  新しい運送書類が制度（条約や国際規
則など）に与えた影響を考察する。 

 
４．研究成果 
 
(1) 船荷証券と海上運送状に関するデータ
を船会社への聞き取り調査から入手し、そ
れぞれの発行状況を明らかにした（第 1図、
第 2 図、そして第 3 図を参照）。 

 
第 1図 日本船社A社が発行した運送書類の

割合とその主要輸出先 

 

出所：日本船社 A 社に頂いた資料をもとに著



申請者が作成。数値の実績は 2011 年 1 月
~2013 年 10 月である。 

 
第 2図 中国船社B社の運送書類発行状況

とその主要輸出先 

 
出所：中国船社 B 社への聞取り調査から申請
者が作成。数値の実績は 2012 年 1 月~2012
年 12 月である。 

 
第 3図 台湾船社C社の運送書類発行状況

とその主要輸出先 

 
出所：台湾船社 C 社への聞取り調査から申請
者が作成。数値の実績は 2013 年 4 月~2014
年 3 月である。 

 
 (2) 先行研究をレビューした上で、荷主（商

社やメーカー等）および運送人（船会
社やフォワーダー）に聞取り調査を実

施し、サレンダーB/L の選択に影響を与
える要因の調査モデルを提示した（第 4
図を参照）。 

 
第 4 図 サレンダーB/L 採用の分析枠組 

 
 
(3) 上記の仮説を実証するために、運送書類

選択に関するアンケート調査を東証一
部・二部に上場している 186 社におこ
なった。ここでは、まず、運送書類の
使用に関する最新の動向を把握するこ
とができた（第 5 図を参照）。このよう
に船荷証券に代わり非流通運送書類で
ある海上運送状やサレンダーB/L が運
送書類の主役になっていることを明確
に認識することができる。次に、そこ
で得られた調査データから、国際商取
引で使用されている運送書類の商慣習
であるサレンダーB/L の採用に影響を
与える要因を明らかにした。そこでは、
制度（条約・法律など）が運送書類の
商慣習や実務の採用に影響を与えてい
る要因の一つであることが明らかにな
った。 

 
第 5 図 東証一部・二部に上場している企業

186 社の海上運送書類の使用動向 

 
 
 (4)  実務が制度に与える影響については、

条約であるロッテルダム・ルールズ
（Convention on Contracts for the 
International Carriage of Goods 
Wholly or Partly by Sea）と商法改正
の議論を対象に、これらの条約や国内
法が形成される過程の中で実務が果た



す役割について考察した。ここでは、
サレンダーB/L や e-SWB（電子海上運
送状）や e-SBL（電子サレンダーB/L）
をはじめとする非流通運送書類の普及
が国際的なルールの形成に影響を与え
ていることが明らかになった（例えば、
ロッテルダム・ルールズでは、非流通
運送書類の定義を明記しその役割を規
定している。また、日本の商法（運送・
海商関係）等の改正に関する議論にお
いては、非流通運送書類の普及によっ
て海上運送状の規定を追加することが
検討されている）。 

 
(5) 以上の研究結果【(2)、(3)、(4)】から、

国際取引で使用される運送書類に関す
る実務と法制度が相互に影響しながら
共進化を遂げ動的に普及していること
が確認できた（第 6 図を参照）。しかし
ながら、以下の課題が残った。まずは、
(2)の研究においては、対象とした企業
が特定の業種に偏ってしまった。これ
については、他業種の企業に対しても
調査を実施する予定である。次に、(4)
の研究では、対象とする実務やソフト
ローを運送書類に限定しているために、
そのメカニズムを解明できたとは言い
難い。そのため、国際商取引全般（契
約や決済など）で使用される他の実務
やソフトロー対象に、本研究が指摘し
たメカニズムを検証する予定である。
具体的には、①インコタームズ 2010②
UCP600③ISBP745 を対象にすること
を考えている。 

 
第 6 図 実務と法制度の共進化 
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